
旭川市指定介護老人福祉施設等特例入所決定の流れ

旭川市 

施設長等 

特例入所申込（やむを得ない理由等による） 

（様式１：指定介護老人福祉施設等特例入所申込書を使用） 

特例入所必要性の評価（一次評価） 

（様式２：指定介護老人福祉施設等特例入所必要性評価票を使用） 

判断に旭川市の意見が必要である場合 明らかに非該当である場合 
旭川市へ一次意見請求 

（様式３：特例入所に係る報告及び一次意見請求書を使

用） 

旭川市へ報告 

（様式３：特例入所に係る報告及び一次意見請求書を使

用） 

明らかに該当する場合 

特例入所検討委員会 

総合評価 
旭川市へ二次意見請求 

（様式４：特例入所に係る二次意見請求書を使用） 

非該当 該当（入所の決定，入所

待機者名簿への登載

等） 

入所必要性及びランクの決定 

旭川市へ報告 

（様式６：特例入所決定報告書を使用） 

特例入所希望者 

旭川市から一次意見表明 
（様式５：特例入所に係る意見書を使用） 

旭川市の意見が必要となった場合 

旭川市から二次意見表明 
（様式５：特例入所に係る意見書を使用） 

 


